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児童生徒用パソコン（iPad）の貸与について 

 

 平素は、本市教育活動にご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

堺市教育委員会では、国が提唱するGIGAスクール構想を推進し、ICTを活用してこどもたちが自ら学びを進

められるようにするため、市立小・中学校、支援学校において児童生徒用パソコンを活用した学習を進めてい

ます。 

つきましては、在籍する児童生徒に児童生徒用パソコン（iPad)を貸与しますので、下記の内容をご理解の

うえ、学校・家庭での学習に活用いただきますようお願いいたします。 

なお、児童生徒用パソコンは、卒業や転出入の場合に、他の児童生徒が使用したり、他の児童生徒が使った

ものを使用したりする場合がありますので、紛失や破損のないよう大切に取り扱ってください。 

 

記 

 

１ 貸与機器について 

品名 備考 

児童生徒用パソコン（iPad） 青色保護カバー付（※）。 

キーボード 青色保護カバー付（取外し不可）。 

ACアダプタ、USB Type-Cケーブル 白色。児童生徒用パソコン充電用。純正品 

充電式タッチペン 白色。 

USB Type-Cケーブル 白色。タッチペン充電用。 

※貸与機器はリース品で、契約期間（令和13年2月末まで）後に返却する必要がありますの

で、紛失・破損のないよう大切に使用してください。 

 

※機器保護のため、青色保護カバーは外さずに使用してください。 

 
２ 同意書の提出について 

  貸与にあたって、児童生徒及び保護者の方に守っていただく事項を、別紙１「堺市立学校に  おける

児童生徒用パソコンの利用に関する注意事項」に記載しています。ご家庭でお子様と一緒にお読みいただ

き、別紙２「堺市立学校における児童生徒用パソコンの貸与に関する同意書」に必要事項を記入のうえ、

学校へ提出してください。 

提出期限 令和７年１２月１１日（木） 

 

３ パスコードについて 

児童生徒用パソコン（iPad）を起動するためのパスコード（英字（大文字・小文字）や数字で4文字）は、

児童生徒が学校で設定します。設定したパスコードを書いた「パスコード設定票」を家庭に持ち帰りますの

で、大切に保管してください。 

また、この機会に、パスコードの大切さや家庭に持ち帰った際の使用ルールなどについてお子様とお話し

いただきますようお願いいたします。 

 

４ 児童生徒用操作マニュアルについて 

後日、児童生徒用パソコン（iPad）に配信しますので、操作等で困った際はご確認ください。 

 

５ 令和７年度の使用開始について 

・児童生徒用パソコン（iPad）は、順次学校に設置し、設置した学校から使用できます。ただし、令和８

年２月末までは試験運用期間とし、児童生徒用パソコン（Windows）も使用できます。 

・試験運用期間中は、児童生徒用パソコン（iPad）の持ち帰りを行いません。持ち帰りを行う場合は、児

童生徒用パソコン（Windows）を持ち帰りますので、家庭で充電をお願いします。 

・児童生徒用パソコン（iPad）の運用は令和８年３月から開始します。運用開始後は、児童生徒用パソコ

ン（Windows）は使用できません。 


